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理容師法及び美容師法の運用について

昭和５３年１２月５日環指第１４９号厚生省環境衛生局長通知「理容師法及び美容師法

の運用について」により、理容師法第１条の２第１項に規定する理容の行為及び美容師法

第２条第１項に規定する美容の行為の範囲が示され、当該通知に基づき店頭等における表

示に関する事項等を定めたところであるが、同通知が平成２７年７月１７日健発０７１７

第２号厚生労働省健康局長通知「理容師法及び美容師法の運用について」により廃止され

ることとなったため、昭和５４年２月１日環指第８号厚生省環境衛生局指導課長通知を廃

止することとしたので通知する。


